
１．消防法令適合通知書とは

旅館業・住宅宿泊事業や公衆浴場を営業しようとする建物が、利用する人の安全確保のために、

消防法令で定める防火措置を遵守していることを関係機関(保健所等)へ証明するものになります。

消防署による書類審査、現地への立ち入り検査を行い、問題なければ消防署にて通知書を発行

することができます。



２．消防法令適合通知書交付までの流れ

受 付 書類審査 立入検査 交 付

書類の提出、受付

立ち入り検査実施のための日程調整

申請建物の住所や持ち主の確認

申請する建物の構造、面積の確認等

必要な消防設備等が設置されているか

危険物等の取り扱いはないか

防炎物品を使用しているか

書類の最終確認

検査で不備がなければ、発行の準備をし、

出来上がり次第ご連絡します。

建物によっては、事前に消防用設備等について

打合せを行う必要がありますので、期日に余裕

をもってご相談ください



３．消防法令適合通知書交付申請書の添付書類

消防法令適合通知書交付申請書

阿蘇広域消防本部ホームページよりダウンロード
保健所に提出する書類(写)

提出する書類は保健所へご相談ください

登記簿謄本(写)

建築確認申請(写)

県北広域本部土木部景観建築課にて

ご相談ください

建物に関する建築図書(写)
付近見取図、平面・立面図配置図等が必要です

最新の図面をご準備ください



４．消防法令適合通知書交付申請書の記入要領(例)

※保健所へ提出する書類（第１面）と内容が一致するよう、照らし合わせながら記載してください

申請理由区分 保健所への提出書類

ア 旅館業許可申請書

イ 旅館業変更届

ケ 公衆浴場業許可申請書

コ 公衆浴場業変更届

該当する区分記号を〇で囲む（申請で特に多いものを抜粋）

869-2225

熊本県阿蘇市黒川1423-1
0967-34-0024

阿蘇広域消防株式会社
代表取締役 阿蘇 太郎

Aso Fire Hotel
阿蘇 花子

熊本県阿蘇市黒川1423-1

869-2225

0967-34-0119

Aso Fire Hotel

熊本県阿蘇市黒川1423-1

熊本県阿蘇市黒川1423-1

阿蘇広域消防株式会社
代表取締役 阿蘇 太郎

0967-34-0024



５．消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業)の場合

※住宅宿泊事業の場合、消防法令適合通知書交付申請書の様式が異なり、下記の届出書を県(薬務衛生課)へ提出します。

申請者、名称(届出住宅の名称)、所在地(届出

住宅の所在地)の項目は住宅宿泊事業届出書の

(第一面)を参考に記載ください。

の欄については住宅宿泊事業

届出書の(第四面)をご確認ください。

住宅宿泊事業届出書の記入

要領については、県の(薬務

衛生課)へご相談ください
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